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 私たち東日本ユニオンは、2017 春闘において「春闘スローガン」の取り組みを提起し、

組合員一人ひとりの「私の想い」から「私たちの想い」へと高めて組織の力とすべく、現

在も「春闘スローガン」の取り組みを展開しています。 

その過程においては、各機関で創意工夫した取り組みがつくりだされています。 

「春闘スローガン」を地方委員会

や春闘集会の会場に掲出し、職場か

ら組合員一人一行動で 2017 春闘を

闘い抜く意思を鮮明にした地本や

「春闘スローガン」を用いた「檄」

を作成し、直接、本部交渉委員を激

励した分会、さらには組合員の「春闘スローガン」を機関としての「春闘スローガン」に

掲げるなど、組合員による「私たちの想い」が組織の想い、組織の力となっています。 

 3 月 15 日に経営側

は平成 29 年度新賃金

として、①定期昇給を

実施し、昇給係数は 4

とする、②基本給改定

を実施し、社員の基本

給に 1,000 円を加え

る、③満 55 歳以上の社員の基本給改定を実施し、基本給額 1,000 円に賃金規定附則第 3

項を適用した額を加える、との回答を示し、あわせて④グリーンスタッフの基本賃金に 500

円を加えることを口頭で回答しました。 

職場でこの会社回答についての議論をつくりだすとともに、全組合員で「春闘スローガ

ン」をやりきり、東日本ユニオンの団結をさらに強化していこう！ 
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